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平
成
十
七
年
四
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
松
野
信
夫
君
提
出
日
本
放
送
協
会
の
受
信
料
未
納
問
題
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。

平
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五
日
受
領

答

弁

第

四
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号



衆
議
院
議
員
松
野
信
夫
君
提
出
日
本
放
送
協
会
の
受
信
料
未
納
問
題
等
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
十
七
年
三
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
六
二
第
三
一
号
）
で
お
答
え
し
た
受
信
料
の
収
納
率
に
つ
い
て

は
、
日
本
放
送
協
会
（
以
下
「
協
会
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
分
母
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
協
会
と
放
送
受

信
契
約
を
締
結
し
て
い
る
者
か
ら
収
納
す
べ
き
受
信
料
の
総
額
で
あ
り
、
分
子
は
、
同
事
業
年
度
に
お
い
て
実
際
に
収
納
さ

れ
た
受
信
料
の
総
額
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

協
会
か
ら
は
、
お
尋
ね
の
い
ず
れ
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
日
本
放
送
協
会
放
送
受
信
規
約
第
二
条
等
の
規
定
に
従
っ
て
放

送
受
信
契
約
を
締
結
す
る
義
務
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
お
り
、
例
え
ば
、
当
該
受
信
機
が
設
置
さ
れ
て
い
る
住
居
に

つ
い
て
既
に
放
送
受
信
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
れ
ば
、
改
め
て
放
送
受
信
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
求
め
ず
、
他
方
、
当
該

住
居
に
お
い
て
放
送
受
信
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
放
送
受
信
契
約
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
受
信
料
の
支
払
を
求
め

て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

一



協
会
か
ら
は
、
協
会
の
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
た
者
及
び
放
送
受
信
契
約
を
締
結
す
べ
き

者
並
び
に
事
業
所
等
住
居
以
外
の
場
所
に
設
置
す
る
受
信
機
の
設
置
場
所
の
数
の
特
定
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
多
種
多
様
で

あ
る
が
、
例
え
ば
、
協
会
の
集
金
担
当
者
等
が
各
家
庭
、
企
業
、
団
体
等
を
訪
問
し
、
協
会
の
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
の
で

き
る
受
信
設
備
の
設
置
の
有
無
を
尋
ね
る
等
の
方
法
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
ケ
ー
ス
で
は
、
協
会
の
放
送
を
受
信
す
る
こ
と
の
で
き
る
受
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
協
会
と
放
送
受
信
契
約
を
締
結
し
て
受
信
料
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
協
会
に
お
い
て
は
、
視
聴
者
か
ら
の
受
信
相
談
に
応
じ
て
お
り
、
ア
ン
テ
ナ
の
調
整
、
増
幅
器
の
設
置
等
に
つ
い

て
助
言
を
行
う
な
ど
、
受
信
状
況
の
改
善
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

二


